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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
小
中
高
の
一
斉
休
校
に
よ
る
保
育
所
・
学
童
保
育
・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 
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衆
議
院
議
員
初
鹿
明
博
君
提
出
小
中
高
の
一
斉
休
校
に
よ
る
保
育
所
・
学
童
保
育
・
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
学
童
保
育
」
と
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六

条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
指
す
も
の
と
考
え
る
が
、
保
育
所
及
び
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
子
供
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
の
臨
時
休
園
等
の
対
応
に
つ
い
て

は
、
「
保
育
所
等
に
お
い
て
子
ど
も
等
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
（
第
二
報
）
」

（
令
和
二
年
二
月
二
十
五
日
付
け
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
、
子
ど
も
家
庭
局
保
育
課
及
び
子
ど
も
家
庭
局
子
育

て
支
援
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
そ
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
（
法
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
法
第
二

十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
支
援
又
は
法
第
二
十
一
条
の
五
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該

当
通
所
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所
に
お
い
て
利
用
者
等
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発

生
し
た
場
合
の
休
業
等
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
福
祉
施
設
等
の
利
用
者
等
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
発
生
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し
た
場
合
等
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
二
月
十
八
日
付
け
厚
生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
、
子
ど
も
家
庭
局
家

庭
福
祉
課
、
社
会
・
援
護
局
福
祉
基
盤
課
、
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
企
画
課
、
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部

障
害
福
祉
課
、
老
健
局
総
務
課
認
知
症
施
策
推
進
室
、
老
健
局
高
齢
者
支
援
課
、
老
健
局
振
興
課
及
び
老
健
局
老
人
保
健
課

事
務
連
絡
）
に
お
い
て
、
そ
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

保
育
所
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
保
育
所
等
が
臨
時
休
園
等
し
た
場
合
の
「
利
用
者
負
担

額
」
及
び
「
子
育
て
の
た
め
の
施
設
等
利
用
給
付
」
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
付
け
内
閣
府
子

ど
も
・
子
育
て
本
部
参
事
官
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
担
当
）
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
幼
児
教
育
課
、
厚
生
労
働

省
子
ど
も
家
庭
局
総
務
課
少
子
化
総
合
対
策
室
、
子
ど
も
家
庭
局
保
育
課
及
び
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課
事
務
連
絡
）

に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
市
町
村
か
ら
の
休
業
の
要
請
を
受
け
て
休
業
し
て
い
る
場
合
等
に
お
い
て
も
、
保
育
の
実

施
が
継
続
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
市
町
村
か
ら
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
規
定

に
よ
る
施
設
型
給
付
費
の
支
給
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
際
、
保
育
の
提
供
が
な
さ
れ
な
い
日
数
が
一
月

当
た
り
五
日
を
超
え
る
場
合
に
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
第
二
十
四
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条
第
二
項
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
第
五
十
八
条
第
四
号
の
規

定
に
基
づ
き
、
利
用
者
負
担
額
に
つ
い
て
は
日
割
り
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
施
設
型
給
付
費
等
の
額
は
特
定
教

育
・
保
育
に
通
常
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
か
ら
利
用
者

負
担
額
を
控
除
し
た
額
で
あ
る
た
め
、
日
割
り
に
よ
り
計
算
し
た
結
果
と
し
て
生
ず
る
利
用
者
負
担
額
の
減
額
分
に
つ
い
て

は
、
公
費
で
負
担
す
る
こ
と
と
な
り
、
保
育
所
が
減
収
と
な
る
こ
と
は
な
い
。 

 
 

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
伴
う
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付

金
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
二
月
二
十
七
日
付
け
内
閣
府
子
ど
も
・
子
育
て
本
部
参
事
官
（
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
担
当
）
及
び
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
都
道
府
県
等
か

ら
の
休
業
の
要
請
を
受
け
て
休
業
し
て
い
る
場
合
等
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、

休
業
時
点
で
開
所
の
予
定
が
あ
っ
た
日
に
つ
い
て
は
開
所
し
た
も
の
と
し
て
算
定
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、

当
該
事
業
を
行
う
事
業
所
が
減
収
と
な
る
こ
と
は
な
い
。 

 
 

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
事
業
所
の
人

員
基
準
等
の
臨
時
的
な
取
扱
い
に
つ
い
て
（
第
二
報
）
」
（
令
和
二
年
二
月
二
十
日
付
け
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害



 

４ 

 

保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
事
務
連
絡
）
に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
お
り
、
都
道
府
県
等
か
ら
の
休
業
の
要
請
を
受
け
て
休
業

し
て
い
る
場
合
等
に
お
い
て
も
、
利
用
者
の
居
宅
等
に
お
い
て
健
康
管
理
や
相
談
支
援
等
の
で
き
る
限
り
の
支
援
の
提
供
を

行
っ
た
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合
に
は
、
通
常
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
と
同
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
も
の
と
し

て
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
報
酬
を
算
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
取
扱
い
と
し
て
い
る
。 


